
直轄海岸事業（水管理・国土保全局所管）

直轄海岸位置図（国土交通省水管理・国土保全局） ○海岸法　第６条
以下に該当する場合において、
海岸管理者に代わって海岸保全
施設の新設、改良又は災害復旧
に関する工事を実施することが
できる。

１　工事の規模が著しく大であると
き

２　工事が高度の技術力を必要とす
るとき

３　高度の機械力を使用して実施す
る必要があるとき

４　都府県の区域の境界に係るとき

☆海岸法　第３７条の２
国土保全上極めて重要であり、
かつ、地理的条件及び社会的状
況により都道府県知事が管理す
ることが著しく困難又は不適当な
海岸で政令で指定したものに係
る海岸保全区域の管理は、第５
条第１項から第４項までの規定
にかかわらず、主務大臣が行う
ものとする。

●：直轄海岸保全施設整備事業（海岸法６条）　１２事業
★：直轄海岸維持管理事業（海岸法37条の２）　１事業
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